
 

越生町個人住宅等リフォーム補助金 

チェックリスト 

 

☐ 町内に住民登録を行っている。 

☐ 町の他の制度による補助を重複して受けていない。 

☐ 町税などの滞納がない。 

☐ 補助を申請する住宅は、申請者が所有している。 

 

☐ 

補助を申請する住宅は、自己の居住の用に供している町内に存する住宅で

ある。 

※マンションなどの集合住宅については補助対象者の専用部分のみを、店

舗又は事務所との併用部分については住居部分が補助対象になります。 

☐ 施工業者は越生町内の業者である。  

☐ １０万円以上の経費を要する工事である。 

☐ 
補助金の交付決定後に着手する工事で、当該年度の２月末日までに工事を完了

することができる。 

 

 

☐ 

工事の内容は、次のいずれかの工事を含めたものである。 

（１）手すりの取付工事（２）段差解消工事（３）滑りの防止工事 

（４）その他生活を営む上で障壁（バリア）となっているものを改良・改

善する工事 

（５）二重サッシにする工事  

（６）複層ガラスへの取替え工事  

（７）その他窓の断熱改修工事  

（８）外壁、天井または床の断熱材の施工工事 

☐ 
越生町個人住宅等リフォーム補助金を過去に受けていない。 

※住宅の所有者が変更になった場合は、補助対象になります。 

☐ 施工前・施工中・施工後の写真を添付すること。  

※チェックシートは目安ですので、申請の際、補助の対象にならない場合もございます。 

あらかじめご了承ください。 

 


